
業務・システムの刷新追加リリース第３弾で追加する機能

１．オンライン登録者の求職公開

現在、マイページから求職情報公開ができるのは、ハローワークで職業相談等を行っている｢ハローワー
ク利用登録者｣のみとなっているところ、｢オンライン登録者｣もハローワークインターネットサービスから

求職情報公開が可能となる。

２．求人者マイページから求職者マイページへの直接リクエストと求職者の直接応募

求人者が求人者マイページから求職情報検索を行い、自社求人に応募して欲しい求職者のマイページに

直接、メッセージと求人情報を送付できる(直接リクエスト）。直接リクエストを受け取った求職者は当該
求人に応募する場合、ハローワークを介さずに求職者マイページから直接求人に応募可能（オンライン自主
応募を利用）。
※ 求人者マイページを開設し、応募受付方法を｢オンライン自主応募の受付｣を可とする有効中の求人がある場合に限られる。
※ 1件の求人につき１０人まで直接リクエストが可能
※ 直接リクエストによる求人に求職者はオンライン自主応募により応募可能であるが、この場合はハローワーク等の紹介を条件とする助成金
等の対象とならない。また、求職者はハローワークに相談することも可能。

３．面接不参や応募不調が続く者への来所勧奨メッセージの自動送付

求職者がオンライン自主応募を行い面接不参を3件以上又は不採用件数が10件以上となった場合に、マイ

ページ開設のためのアカウント登録に利用したメールアドレス及び求職者マイページに来所を勧奨するメッ
セージが送付される。

※ マイナポータルから求職者マイページへのシングルサインオン機能の追加については、当初この第３弾リリース
で行う予定であったが、令和４年４月以降に延期する方向で実施時期を調整中。
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ハローワークインターネットサービスが更に便利になります
～求職者マイページを通じ求人者からの直接リクエストが可能に～

｢求職公開｣とは

〇｢求職公開｣とは、希望する職種等の条件や経験した主な仕事、所持している免許・資格等の情報を広く

求人者に公開することを言います。求職公開を希望された場合、ハローワークが、ご希望に合いそうな

求人があった際に提供します。また、求人者はハローワークインターネットサービス上で自由に検索・

閲覧ができます。

〇新たにハローワークインターネットサービスから求職登録された方も求職公開できるようになります。

ご希望の方はマイページから変更してください※。

都道府県労働局・ハローワーク

令和4年3月22日(予定)から、厚生労働省が運営する「ハローワークインターネットサービス」の
機能がさらに便利になります。

｢リクエスト｣とは

〇公開された求職情報を求人者が見て、自社の求人に応募してほしい求職者を選定し、求職者に求人情報

を送り応募の検討を依頼することを｢リクエスト｣と言います。今回、新しい機能として、求職者マイ

ページを開設し求職公開している場合、マイページに求人者から直接連絡によるリクエスト(直接リク

エスト)を受けることができるようになります。現在、マイページを開設し、求職公開している方は

特段の手続きなしで直接リクエストの対象となります※。

〇求人者からの直接リクエストを受けた場合は、ハローワークに応募の相談をした上で紹介を受けること

や、ハローワークを介さずに直接応募することができます※。

新しい機能

・求職者マイページを通じて、希望する職種等の条件や経験した主な仕事などの求職情報を公開する

ことにより、求人者からリクエストを直接受けられるようになります。

・ハローワークインターネットサービスから求職登録された方(オンライン登録者)も求職公開サービス

が利用できるようになります。

※ 詳細、注意事項は裏面をご覧ください。

企業 求職者

①求人申し込み

②求職者の情報を検索

③希望する求職者へ
リクエスト

①求職申し込み

②求職情報を公開

③リクエストのあった
求人に応募

・ハローワークに登録している
求職者の公開されている
求職者情報

・リクエスト求人

ハローワーク
インターネットサービス

ハローワーク



〇求職登録時に求職公開の可否を選択できます。登録時に公開設定しなかった場合、求職者マイページ
のメニューにある｢求職者情報・設定｣から求職公開の可否を変更することで、公開できます。

○求職情報を公開する場合、｢希望する仕事｣､｢希望勤務地｣､｢学歴｣､｢免許・資格｣の各欄が公開されます。
また、「経験した主な仕事」や「アピールポイント」等の欄は、公開の可否をご自身で選択できます。

■ オンライン自主応募は、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワークの職業紹介
を要件とする雇用保険の再就職手当等の対象外です。また、事業主に支給される助成金のうち、
ハローワークの職業紹介を要件とする助成金は支給されません。

■ オンライン自主応募に伴って生じるトラブル等は当事者同士で対応することが基本となります。

■ ハローワークインターネットサービスや求職者マイページの操作方法に関するお問い合わせ

【電話】0570-077450 受付日時：月曜～金曜 9:30～18:00（年末年始、祝日除く）
※ナビダイヤルのため、通話料がかかります。※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります。

【メール】helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

求職公開の方法と留意点

直接リクエストを受けた求人への応募

【URL】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

ハローワークインターネットサービス 検索

※インターネットに接続できる環境が必要です。スマートフォンからも利用できます。

〇求人者から直接リクエストを受けた場合、マイページに求人情報とメッセージが表示されます。
応募を検討するにあたり相談したいことがあるときは、ハローワークまでご相談ください。
また、ハローワークを介さずにマイページ上で求人者と直接メッセージのやりとりをしたり、
直接応募（オンライン自主応募）することが可能です。
応募時の求人票はPDFでダウンロードできますので、保管しておくことをおすすめします。

〇直接リクエストがあった求人への応募を希望しない場合、辞退することができます。
また、直接リクエストがあった日の翌日から起算して７日間を経過した時点で応募がない場合、
辞退扱いとなります。

〇直接リクエストがあった求人者について、今後の直接リクエストをブロックすることができます。
また、ブロックした求人者からのリクエストを再開したい場合は、ブロックの解除が可能です。

■「求職者マイページ」の開設はハローワークインターネットサービスから

「①求人者からのリクエスト求人｣から
「②詳細を表示」ボタンを押します。

求人情報画面が表示され、求人情報の詳細が確認
できます。③【リクエストを辞退】④【ブロック】
⑤【自主応募】などを選択できます。

【マイページ上の表示画面イメージ】

■公開設定した欄に、前職の職場の名称や個人を特定できる情報、他者に不利益になる情報等を記載

していた場合、そのまま公開されます。公開内容はご自身で十分ご確認ください。

公開した内容により生じた不利益は、自ら責任を持つことになります。
■求人者からの直接リクエストがあった求人について、ご自身の希望に合っているかの確認をハロー
ワークは行っておりません。このため、希望条件に合わないこともありますので、ご自身でよく確認
してください。

｢求職公開｣の注意点

オンライン自主応募に関する注意点

①

②

③ ④ ⑤

13010-XXXXXXX

13010-XXXXXXX
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求職者マイページから希望する職種等の条件や経験した主な仕事などの求職情報を公開する場合、求職

者マイページに求人者から直接連絡によるリクエスト(※)を受けられます（以下「直接リクエスト」と言

います。）。これは、求人者マイページを開設し、かつ、オンライン自主応募を可としている求人に限り

ます。

※ リクエストとは、公開された求職情報を求人者が見て、自社の求人に応募してほしい求職者を選定し、

求職者に求人情報やメッセージを送付して応募の検討を依頼するものです。

「直接リクエスト」とは

１ 求職公開の方法と注意点

都道府県労働局・ハローワーク

仕事をお探しの皆さまへ

求職者マイページで求人者からリクエストを受けられるようになります。
ハローワークインターネットサービス「直接リクエスト」のご案内

｢求職情報提供等登録｣ページで求職公開の有無を

選択します。

｢求職情報を公開する｣を選択した場合､求人者に

公開される情報は、登録する情報のうち

「求職情報公開」 マークのついた項目です。

どの情報を公開するかは、「自己PR」ページで

選択できます。

※求職公開を希望する場合､｢希望する仕事｣､｢希

望勤務地｣､｢学歴｣､｢免許・資格｣の各欄は必ず公

開されます。また、｢希望就業形態｣､｢希望勤務時

間｣､｢希望休日・週休二日制｣､｢専門知識・技術・

能力の内容｣､｢アピールポイント｣等の欄は公開の

可否をご自身で選択できます。

〇 ハローワークインターネットサービスから新規に求職登録し求職公開する場合

ハローワークインターネットサービスからオンラインで求職登録する際、設定は｢求職情報提供

等登録｣ページの｢求職情報公開（求人者への提供）｣で行います。「求職情報を公開する」として

手続きを完了すると公開されます。公開内容は事前によく確認してください。

直接リクエストを受けてマイページから応募する際の流れ

求職情報公開

元々細かい作業や計算が得意で、事務系職種で幅広い経験を積んできました。
前々職では一般事務と合わせ、社員の労務管理や社会保険など公的機関への手続きも実
務を経験しております。
前職では経理部門において、最終的には月次決算・年次決算実務まで任せていただいて
おりました。会計ソフトも使用可能です。
共に中小企業に勤めていたため、事務職全般について幅広い実務経験があることが強み
だと考えております。
また、業務に必要となるPC作業については、ワード・エクセル・パワーポイントについて実務
経験がありますが、最新の環境に適応するため、先日、それぞれについて、職業訓練を受講
の上、｢MOS｣資格を取得しております。

｢自己PR｣ページで「公開する」欄がある項目に

ついて、公開を希望する場合にチェック☑してく

ださい。各項目はこれまでの各ページでご自身

が入力した情報が反映されています。入力して

いない項目は表示されません。修正する場合は、

各ページの入力画面に戻って入力し直してくだ

さい。また、｢専門知識・技術・能力の内容｣､

｢アピールポイント｣､｢その他特記事項｣が入力で

きます。

※公開することとした欄に前職の職場の名称や

個人を特定できる情報、他者に不利益になる情

報等を記載した場合、そのまま公開されること

となるため、公開内容についてはご自身で十分

ご確認ください。



〇 求職登録後に求職者マイページから変更する場合

求職者マイページの画面上部に表示されているメニューから｢求職者情報・設定｣を押下すると求

職情報の公開状況について確認でき、求職公開の可否の設定を変更することができます。令和４年

３月22日以前にオンライン上のみで登録されている求職者の方（オンライン登録者）は、全て｢求

職情報を公開しない｣に選択されていますので、ご希望の方はマイページの「求職情報提供等編集｣

画面から切り替えてください。

「求職者情報・設定」を押下すると求
職情報の公開状況について、ご自身の
現在の設定を確認することができます。

求職情報公開の設定を変更する場合は、
【求職情報を編集】ボタンを押下して
変更します。

求職公開の注意点

● 求職情報を公開することを希望した場合、｢希望する仕事｣､｢希望勤務地｣､｢学歴｣､｢免許・資格｣

の各欄が必ず公開されます。また、｢希望就業形態｣､｢希望勤務時間｣､｢希望休日・週休二日制｣､

｢UIJターン希望｣､｢転居の可否｣､｢海外勤務の可否｣､｢希望賃金｣､｢訓練受講歴｣､｢普通自動車運転免

許｣､｢PCソフト・PCスキル｣､｢専門知識・技術・能力の内容｣､｢アピールポイント｣､｢経験した主な仕

事｣､｢その他特記事項｣､障害のある方の場合は｢障害の種類等｣欄については、公開の可否を選択して

公開することができます。

● 公開することとした欄に前職の職場の名称や個人を特定できる情報、他者に不利益になる情報等

を記載した場合、そのまま公開されることになるため、公開内容についてはご自身で十分ご確認く

ださい。公開した内容により生じた不利益については自ら責任を持つこととなります。

「求職情報提供等編集」画面から、公
開希望欄を変更します。
変更を完了する場合は、【次へ進む】
ボタンをクリックして、｢自己PR編
集｣画面を表示し、｢求職情報変更申込
確認」画面で変更内容を確認した上で、
【完了】ボタンを押下すると手続きが
完了します。

ご自身の求職情報公開の設定状況を確
認します。

〇

〇

〇



オンライン自主応募の注意点

■ オンライン自主応募は、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワークの職業紹

介を要件とする雇用保険の再就職手当等の対象外です。また、事業主に支給される助成金のうち、

ハローワークの職業紹介を要件とする助成金は支給されません。

■ オンライン自主応募によって生じるトラブル等は当事者同士で対応することが基本となります。

① 求職者マイページに求人者からメッセー
ジや応募を検討してほしい求人の情報が送
付されます。求人者からリクエストメッ
セージが送付されると、求職者マイページ
にメッセージが配信されるとともに、アカ
ウント登録に使用したメールアドレスにお
知らせメールが届きます。

２ 直接リクエストがあった求人にハローワークを介さず直接応募する場合

求人者から直接リクエストがあった場合、マイページに求人情報とメッセージが表示されますので、

内容を確認します。応募を検討するに当たり相談したい場合は、ハローワークにご相談ください。ま

た、ハローワークを介さずに直接応募(オンライン自主応募)をすることも可能です。

② リクエストのあった求人者にメッセージ
を送付し、求人内容の確認など直接やりと
りすることができます（メッセージのやり
とりをする必要がなければ③に進むことも
可能です）。
※メッセージのやりとりができるのはリクエス
トの有効期間中です(途中でリクエストを辞退し
たり、リクエスト期間(７日間)を超過した場合に
はメッセージのやりとりはできません）。なお、
③による応募を行った場合は、応募中の求人者と
のメッセージのやりとりは可能です。

【この求人に関するメッセージを表示】ボタ
ンを押下すると求人者から送られてきたリク
エストメッセージを確認することができます。

【この求人の詳細を表示】ボタンを押下する
と求人情報の詳細を確認することができます。

【詳細を表示】ボタンを押下すると応募を検
討してほしい求人の詳細情報が表示されます。

③ 直接リクエストを受けた求人情報を確認
後、応募を希望する場合、ハローワークを
介さずに直接応募すること(オンライン自
主応募)が可能です。応募時の求人票は
PDFでダウンロードできますので、保管し
ておくことをおすすめします。
※求人者から直接リクエストを受けた場合、求
人への応募前に、ハローワークに相談をした上
で紹介を受けることもできます。最寄りのハ

ローワークにご相談ください。

【自主応募】ボタンを押下するとハローワー
クを介さずに直接求人に応募(オンライン自
主応募)することができます。

【返信】ボタンを押下するとリクエストを
行った求人者へメッセージを送付できます。

②

③

①

13010－XXXXXXXXX

13010－XXXXXXXXX

13010－XXXXXXXXX

13010－XXXXXXXXX

当求人への応募について



ハローワークの求人票と実際が違っていた場合のお問い合わせ(ハローワーク求人ホットライン)

ハローワークインターネットサービスや求職者マイページの操作方法に関するお問い合わせ

ハローワークインターネットサービスでの求人情報の検索方法、求職者マイページの操作方法に関す

るお問い合わせは、以下の連絡先でお受けしております。

■電話でのお問い合わせ

電話番号：0570-077450

受付日時：月曜～金曜 9:30～18:00（年末年始、祝日除く）
※ナビダイヤルのため、通話料がかかります

※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります

■メールでのお問い合わせ E-mail：helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

ハローワークインターネットサービスで、詳しいマニュアルも公開しています。

■求職者マイページの詳しい操作方法「求職者マイページ利用者マニュアル」

（※直接リクエスト等の操作方法を記載したマニュアルは新サービス開始に併せて掲載予定）

ハローワークインターネットサービスで公開している求人に応募した際に、求人票の内容と異なる

内容を提示された場合には、「ハローワーク求人ホットライン」にお申し出ください。

■ハローワーク求人ホットライン（求職者・就業者専用）

電話番号：03－6858－8609

受付日時：全日8:30～17:15（土日祝も受付。ただし、年末年始を除く）
※通話料は利用者負担となります

３ 直接リクエストがあった求人の応募辞退や求人をブロックする場合

直接リクエストがあった求人について応募を辞退する場合には、【リクエストを辞退】ボタンを押下

します。また、直接リクエストがなされた日の翌日から起算して７日以内に応募がない場合には、自動

で辞退されたとみなされます。また、直接リクエストがあった求人者について、以後の直接リクエスト

やメッセージのやりとりをブロックする（求人者が閲覧する求職情報検索結果に表示されなくなる。）

ことができます。また、ブロックをした求人からのリクエストを再開したい場合、｢求人情報｣画面また

は｢求職者情報・設定｣画面からブロックを解除できます。

お問い合わせ・相談窓口

オンライン自主応募はハローワークを介さない直接応募です。オンライン自主応募に伴って生じるト

ラブル等は、当事者（求職者と求人者）同士で対応することが基本です。

ハローワークがトラブルの仲裁に入ることができないことを十分ご理解いただいた上で、ご応募くだ

さい。システム操作などについての問い合わせ先は、以下の通りです。

【リクエストを辞退】ボタンを押下すると、
リクエストを辞退することができます。

【ブロック】ボタンを押下すると、求人者
(事業所単位)が閲覧できる求職情報検索結
果に表示されなくなり、当該求人者からの
直接リクエストやメッセージのやりとりが
できなくなりますのでご注意ください。

13010－XXXXXXXXX

mailto:helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp


都道府県労働局・ハローワーク

事業主の皆さまへ

ハローワークインターネットサービスが更に便利になります
～求人者マイページから求職者への直接リクエストが可能に～

「求人者マイページ」とは

〇 求人サービスをオンライン上で受けられる事業者向けの専用ページです。

マイページでは、求人の申し込みや求人内容の変更、事業所の画像情報などの公開、ハローワーク

からのオンラインによる職業紹介、求職者からのオンラインでの直接の応募受付（オンライン自主

応募）、公開されている求職情報の検索など、さまざまなサービスを受けることができます。

〇 ３月22日（予定）からは、求職情報検索の対象に、ハローワークインターネットサービスを介して

求職申し込みを行った方（オンライン登録者）も加わります。

｢直接リクエスト｣とは

〇 求人者マイページから求職情報検索を行い、自社求人に応募してほしい求職者に、マイページを

通じてメッセージと応募を検討して欲しい求人の情報を直接送付できる機能※です。

〇 直接リクエストは、求人者マイページを開設し、応募受付方法について｢オンライン自主応募の

受付｣を可とする有効中の求人がある場合に行うことができます。

※ 対象となる求職者が求職者マイページを開設している場合に限ります。開設していない求職者への

リクエストは、求職情報詳細画面に表示されている問い合わせ先ハローワークへご連絡ください。

企業 求職者

①求人申し込み

②求職者の情報を検索

③希望する求職者へ
リクエスト

①求職申し込み

②求職情報を公開

③リクエストのあった
求人に応募

・ハローワークに登録している
求職者の公開されている
求職者情報

・リクエスト求人

ハローワーク
インターネットサービス

ハローワーク

令和4年3月22日(予定)から、厚生労働省が運営する「ハローワークインターネットサービス」の
機能がさらに便利になります。求人者マイページを通じて、ハローワークに求職登録をされて
いる方に、直接リクエストができるようになります。

■「直接リクエスト」の流れ

LL040222首03



「直接リクエスト」の主な流れと留意点

※ リクエストをしたい求職者が求職者マイページを開設していない場合、｢求職情報詳細｣画面に表示され
る問い合わせ先のハローワークにご連絡ください。ハローワークにおいて求職者の希望条件と求人の条
件の適合性などを確認の上、リクエストの希望を求職者にお伝えします。

① 有効中の求人がある場合、求人者マイページから求職者情報を検索・閲覧できます。求職者情報は、

ハローワークに登録している求職者のうち、経歴や資格、希望条件などを求人者に公開することを

希望している方々の情報です。ハローワークインターネットサービスを介して求職申し込みを行った

者（オンライン登録者）も含まれます。

② 求職情報検索の結果、希望する条件の求職者が見つかり、その方が求職者マイページを開設している

場合、応募を検討してほしい求人(オンライン自主応募の受付可に設定している必要があります)

の情報とメッセージを求職者マイページに送付することができます(直接リクエスト）。

③ １件の求人につき10人まで直接リクエストができます。同一求人について、同一求職者へのリクエス

トは１回のみです。リクエストのメッセージを求職者に送付した後、取り消しはできません。

④ ハローワークを介さず、直接リクエストした求職者から、直接応募の受付が可能になります(オンラ

イン自主応募)。直接リクエストの応募有効期間は、リクエストを行った日の翌日から７日間となり

ます。その間に応募がない場合、求職者が辞退した扱いとなります（なお、求職者は当該期間経過

後も直接リクエストを介さずに、オンライン自主応募をすることは可能です）。対象求職者が応募に

当たりハローワークに相談した場合、ハローワークからご紹介またはご連絡させていただくこともあ

ります。

10000-9999999

■ ハローワークインターネットサービスや求人者マイページの操作方法に関するお問い合わせ

【電話】0570-077450 受付日時：月曜～金曜 9:30～18:00（年末年始、祝日除く）
※ナビダイヤルのため、通話料がかかります。※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります。

【メール】helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

【URL】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

ハローワークインターネットサービス 検索

※インターネットに接続できる環境が必要です。スマートフォンからも利用できます。

■「求人者マイページ」の開設はハローワークインターネットサービスから

■ 求人者からの直接リクエストを受けて求職者がハローワークを介さず求人へ直接応募した場合

（オンライン自主応募）、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワーク等の

職業紹介を要件とする助成金※の対象外です。求職者の応募方法は指定できないため、助成金の

対象とならない前提で直接リクエストを行ってください。
※特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金

■ 公開されている求職者情報は求職者自身が公開内容に責任を持って作成したものです。

ハローワークが確認していない内容を含む場合もあります。

■ 直接リクエストおよびオンライン自主応募に伴って生じるトラブル等は当事者同士で対応すること

が基本です。ハローワークがトラブル等に対応することはできません。

■ 労働者派遣事業所や請負事業所からの求人で、就業先事業所を明示できない求人は、オンライン

自主応募の対象とすることができず、直接リクエストの機能は使用できません。

｢直接リクエスト｣の注意点

【マイページ上の表示画面イメージ】

直接リクエストをする場合、
【リクエスト】ボタンを押し
ます。

10000-XXXXXXX

10000-XXXXXXX

13010-XXXXXXX



事業主の皆さまへ

LL040222首04

1 直接リクエストが可能な求職者の検索

「直接リクエスト」とは

〇 求人者マイページから求職情報検索を行い、自社求人に応募してほしい求職者の方の求職者マイペー

ジにメッセージと応募を検討して欲しい求人の情報を直接送付することができる機能(※）です。

〇 直接リクエストは、求人者マイページを開設し、応募受付方法について｢オンライン自主応募の受付｣

を可とする有効中の求人がある場合に行うことができます。

※ 対象となる求職者がマイページを開設している場合に限ります。

都道府県労働局・ハローワーク

求職者マイページにリクエストを直接行う

ハローワークインターネットサービス「直接リクエスト」のご案内

直接リクエストの流れ

｢求人者マイページホーム｣画面の｢現在有効中または申し込み中の求人｣項目にある【求職情報検索】ボ

タンを押下すると｢求職情報検索・一覧｣画面が表示されます。求人条件を設定すると、その条件に合っ

た求職情報を検索でき、求職者マイページを開設している求職者には直接リクエストのメッセージを送付

することができます。マイページを開設していない求職者には、ハローワークを通じてリクエストができ

ます。

【求職情報検索】ボタンを押下すると｢求職情報検

索・一覧｣画面が表示されます。

直接リクエストは、応募受付方法を｢オンライン自主

応募の受付｣を可とする求人に限ります。

※有効中の求人がない場合は求職情報を検索できま

せん。

｢求職情報検索・一覧｣画面では、｢職種｣､｢就業形態｣､

｢雇用形態｣､｢希望勤務地｣など求人条件を設定すると、

その条件に合った求職情報を検索できます。

直接リクエストができる求職者を検索する場合には、

｢□求人者マイページから直接リクエストが可能な

者｣に☑チェックを入れます。

ハローワーク経由でリクエストを受ける求職者を検

索する場合には、｢□ハローワーク経由でリクエスト

を受け付ける者｣に☑チェックを入れます。

なお、両方同時にチェックを入れることも可能です。

最後に【検索】ボタンを押下すると求職情報の検索

結果が表示されます。

13010－XXXXXXX



２ 求職者へのリクエストメッセージの送付

〇 求職情報の検索結果（求職情報一覧）から「求職公開番号」を押下すると｢求職情報詳細｣画面が表示

されます。自社求人に応募してほしい求職者を選び、【リクエスト】ボタンを押下すると、応募を検討

して欲しい求人情報とリクエストメッセージを送付することができます。

〇 リクエストメッセージを求職者に送付した後、取消はできません。リクエスト可能な人数は１求人に

つき10人までとなります。また、同一求人について、同一求職者へのリクエストは１回のみです。

〇 直接リクエストをした求職者は、ハローワークを介さずに求人への直接応募が可能です（オンライン

自主応募）。

〇 直接リクエストをした求職者から応募のない場合もあります。直接リクエストの応募有効期間は、リ

クエストを行った日の翌日から７日間となります（なお、求職者は当該期間経過後も直接リクエストを

介さず、オンライン自主応募することは可能です）。

※対象求職者が応募に当たりハローワークに相談した場合、ハローワークから連絡がいくことがあります。

10000-XXXXXXXXX

希望する求職者の【求職公開番号】を押

下すると｢求職情報詳細｣画面が表示され

ます。

求職者に直接リクエスト(※）をする場合

には【リクエスト】ボタンを押下します。

1件の求人につき10人まで直接リクエスト

ができます。同一求職者へのリクエスト

は1回のみです。

※1件の求人へのリクエスト件数が10件を

超えている場合、求職者に同一求人でリ

クエストを送信済みの場合、ハローワー

クが同一求人を同一求職者に既に紹介し

ている場合等には、【リクエスト】ボタ

ンが非活性となり押せません。

※求職者がマイページを開設していない

場合やオンライン自主応募を受け付けて

いない求人の場合は、【リクエスト】ボ

タンが表示されません。

｢求職登録区分｣には、ハローワークを利

用している者（来所登録者※）か、ハ

ローワークインターネットサービスを介

して求職申込を行った者(オンライン登録

者)が表示されます。

※来所登録者と表記されていますが、マ

イページの利用規約に記載されている｢ハ

ローワーク利用登録者｣と同義であり、今

後、表記の見直しを予定しています。

直接リクエストが可能な求職者（来所登

録者）の場合でも、ハローワークを介し

て確認したい場合は、問い合わせ先ハ

ローワークにご相談ください。

｢オンライン登録者｣の場合には、基本的

に直接リクエストが可能なため、問い合

わせ先ハローワークは表示されません。

確認事項等がある場合などはハローワー

クにご相談いただくことは可能です。
〇〇公共職業安定所

10000－XXXXXXX

10000－XXXXXXX

10000－XXXXXXX

10000－XXXXXXX
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2021年12月3日
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直接リクエストの注意点

■求人者からの直接リクエストを受けて求職者がハローワークを介さず求人へ直接応募した場

合（オンライン自主応募）、ハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワーク

等の職業紹介を要件とする助成金（※）の対象外です。求職者の応募方法は指定できないた

め、助成金の対象とならない前提で直接リクエストは行ってください。

※ 特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金

■公開されている求職者情報は求職者自身が公開内容に責任を持って作成したものです。

ハローワークが確認していない内容を含む場合があります。

■ 直接リクエスト及びオンライン自主応募に伴って生じるトラブル等は当事者同士で対応する

ことが基本です。ハローワークがトラブル等に対応することはできません。

■ 労働者派遣事業所や請負事業所からの求人で、就業先事業所を明示できない求人は、オンラ

イン自主応募の対象とすることができず、直接リクエストの機能は使用できません。

リクエストする対象求職公開番号、送信

する求人番号、作成したメッセージ内容

を確認の上、最後に「完了」ボタンを押

下します。

リクエストメッセージが求職者に送付さ

れます。リクエストメッセージを送付し

た後、取消はできません。

直接リクエストの注意事項が記載されて

いますので、ご確認ください。

直接リクエストを受けて、求職者がハ

ローワークを介さず直接応募した場合、

ハローワークによる職業紹介に該当しな

いため、ハローワーク等の職業紹介を要

件とする助成金の対象外となることに留

意してください。

求職者へのメッセージを作成します。求

職者の希望条件を踏まえた上で、リクエ

ストする理由など、丁寧な説明・案内を

心がけていただくようお願いします。

最後に【次へ進む】ボタンを押下します。

10000－XXXXXXX
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お問い合わせ

ハローワークインターネットサービスや求人者マイページの操作方法に関するお問い合わせは、以

下の連絡先でお受けしております。

■電話でのお問い合わせ

電話番号：0570-077450

受付日時：月曜～金曜 9:30～18:00（年末年始、祝日除く）
※ナビダイヤルのため、通話料がかかります

※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります

■メールでのお問い合わせ E-mail：helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

ハローワークインターネットサービスで、詳しいマニュアルも公開しています。

■求人者マイページの詳しい操作方法「求人者マイページ利用者マニュアル」

（※直接リクエスト等の操作方法を記載したマニュアルは新サービス開始に併せて掲載予定）

■ハローワークインターネットサービスはこちらから

ハローワークインターネットサービス 検索

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

３ 求職者の応募状況等の確認

〇 直接リクエストを受けた求職者がハローワークを介さずに直接応募（オンライン自主応募）をす
ると、求人者マイページに応募通知メッセージが届きます。また、応募者管理画面でも応募状況の
確認が可能です。求職者からリクエストの返信がないまま7日間経過すると、リクエストは無効にな
ります。

〇 リクエストをした求職者から、求人へ応募する前に求人内容等を確認するため、求人者マイペー

ジにメッセージが直接届く場合があります。求人者マイページを定期的に確認して下さい。

選考中 明日 花子 あり オンライン自主応募(リクエスト応募）

｢求人者マイページホーム｣画面の｢現在

有効中または申し込み中の求人｣一覧で

有効中の求人にある【応募者管理へ進

む】ボタンを押下すると、応募者の一

覧が確認できます。

直接リクエストを受けた求職者がハ

ローワークを介さずに直接応募した場

合、｢オンライン自主応募（リクエスト

応募）｣と表示されます。

13010－XXXXXXX

2022年３月３１日 －

詳細を確認したい応募者名をクリック

すると｢応募者情報詳細｣画面が表示さ

れ、応募者の志望動機等を確認できま

す。

メッセージ機能を活用して、速やかに

応募者に連絡をとり、面接日時の取り

決め等を行ってください。

13010－XXXXXXX

mailto:helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

